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 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制の関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴

う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に

関する規則」（令和２年３月１７日制定）の附則第６条に定める経過措置

により、定期事業者検査の開始報告は不要とされているが、定期事業者検

査を開始するにあたり、同様の事項について、下記のとおり報告いたしま

す。 

令和２年１２月２３日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 

定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査開始時） 

記 

１. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名  称：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住  所：茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

代表者の氏名：理事長 児玉 敏雄 

２. 加工施設を設置した事業所の名称及び所在地 

名  称 ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

所  在  地 ：岡山県苫田郡鏡野町上齋原１１５０番地 

３. 検査の対象及び方法並びに期日 

検査の対象 ：ウラン濃縮原型プラント 

検査の方法 ：別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」

のとおり 

検査の期日 ：令和３年２月２４日～令和３年３月５日 

４. 予定の概要 

別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」のとおり 
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添付書類 

１. 定期事業者検査の計画 

○定期事業者検査に係る工程

定期事業者検査は、次の期間で実施する。 

令和３年２月２４日～令和３年３月５日 

各検査予定日は、別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の

計画」のとおり 

○当該定期事業者検査期間中に実施する工事

定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。 

○当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目

別添２「核燃料物質加工施設 施設管理実施計画（ウラン濃縮原型プラ

ント・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」に記載している実施頻度に基づ

き定期事業者検査を実施する。定期事業者検査期間中に実施する定期事業

者検査項目を別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」

に示す。 

○前回の定期事業者検査からの変更点

該当なし 

２. 加工施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管

理目標 

〇加工施設の施設管理目標 

別添２「核燃料物質加工施設 施設管理実施計画（ウラン濃縮原型プラ

ント・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」の別紙「令和２年度 核燃料物

質加工施設の施設管理方針及び施設管理目標（設定・達成状況）票」のとおり 

〇施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理目標 

重要度が高い系統がないため該当なし 

３. 施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 

イ) 施設管理実施計画の始期及び期間

別添２「核燃料物質加工施設 施設管理実施計画（ウラン濃縮原型プ

ラント・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」の第２条のとおり
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ロ) 加工施設の工事の方法及び時期

該当なし

ハ) 加工施設の点検、検査等（以下「点検等」という。）の方法、実施頻度

及び時期 

別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」及び別添

３「設備保全整理表 核燃料物質加工施設（ウラン濃縮原型プラント・

廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」のとおり 

ニ) 加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

別添２「核燃料物質加工施設 施設管理実施計画（ウラン濃縮原型プ

ラント・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」の第６条のとおり

４. 核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「規則」という。）第三条の

十（定期事業者検査の実施）第２項に規定する判定する方法に関すること

（一定の期間を含む。） 

加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準」という。）に適合し

ている状態を維持するかどうかを判定する方法に関して定める定期事業者検

査の「一定の期間」については、別添３「設備保全整理表 核燃料物質加工

施設（ウラン濃縮原型プラント・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」に示す

点検頻度を考慮し「１２ヶ月」とする。 

５. 前回の定期事業者検査において提出した上記３．に掲げる事項を説明する

書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類 

該当なし 

６. 前回の定期事業者検査において提出した上記２．又は３．に掲げる事項に

ついて評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を

記載した書類 

該当なし 

７. 前回の定期事業者検査において提出した上記４．に掲げる事項を説明する

書類の内容（一定の期間に係るものに限る。）に変更があつた場合にあって

は、規則第三条の十第３項各号に掲げる事項を記載した書類 

該当なし 

８. 添付書類 

別添１「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」 
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別添２「核燃料物質加工施設 施設管理実施計画（ウラン濃縮原型プラン

ト・廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」

別添３「設備保全整理表 核燃料物質加工施設（ウラン濃縮原型プラント・

廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」 

別添４「検査要否整理表 核燃料物質加工施設（ウラン濃縮原型プラント・

廃棄物貯蔵庫・非常用発電機棟）」 
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別添１ 

「ウラン濃縮原型プラントの定期事業者検査の計画」 

（1/2）  

施設区分 設備等の区分 構成品目 検査項目 検査実施予定時期 

建物本体 主棟 

付属棟(第１貯蔵庫含

む) 

第２貯蔵庫 

第３貯蔵庫 

廃棄物貯蔵庫 

非常用発電機棟 

― ・建物の健全性確認検査 R3.2.25～R3.3.5 

濃縮施設 加工設備本体 ・DOP-1カスケード設備

・製品コールドトラップ

・カスケード排気系ケミカ

ルトラップ(NaF)

・回収用コールドトラップ

・IF7コールドトラップ

・滞留用回収系ケミカルト

ラップ(NaF)

・滞留用排気系ケミカルト

ラップ(NaF)

・滞留用ﾊﾟｰｼﾞ系ケミカルト

ラップ(NaF)

・均質設備コールドトラッ

プ

・均質設備ケミカルトラップ

（NaF）

・製品シリンダ

・滞留ウラン回収容器

・ハンドリング用シリンダ

・回収ウラン原料シリンダ

・NaF処理槽

・使用済NaF収納ドラム缶

・核燃料物質の臨界防止

確認検査
R3.2.25～R3.3.5 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・排気系１排風機

・排気系２排風機

・局所排気設備排風機

・排気ダクト

・気体廃棄物の廃棄設備

の処理能力検査
R3.2.24 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・排気系 1 送風機

・排気系１排風機

・排気系２送風機

・排気系２排風機

・局所排気設備送風機

・局所排気設備排風機

・送・排風機の起動停止

シーケンス作動検査（含

む負圧維持）

R3.2.25～R3.3.5 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・ろ過装置

高性能エアフィルタ
･ろ過装置の性能確認検

査 
R3.2.24 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・負圧指示調節計

・差圧指示調計

・圧力指示調節計

･負圧指示調節計等の警

報作動検査 
R3.2.25～R3.3.5 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・主棟給排気系統、

・付属棟給排気系統
・第１種管理区域の負圧

確認検査
R3.2.25～R3.3.5 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄設備 ・保守フード ･保守フードの面速確認

検査 
R3.2.25～R3.3.5 
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（2/2）  

施設区分 設備等の区分 構成品目 検査項目 検査実施予定時期 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄設備 ・管理廃水受水槽

・管理廃水排水槽

・発生回収室ピット

・均質操作室ピット

･液面高検知警報設備の

警報作動検査 
R3.2.25～R3.3.5 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄設備 ・管理廃水処理設備

管理廃水受水槽

管理廃水排水槽

反応槽

脱水機

砂ろ過器

廃水配管

･管理廃水処理設備の処

理能力検査 R3.2.25～R3.3.5 

核燃料物質の

貯蔵施設 

搬送設備 ・天井走行クレーン

・テルハ（16トンホイス

ト）

・搬送設備の性能確認検

査
R3.2.25～R3.3.5 

核燃料物質の

貯蔵施設 

貯蔵設備 ・ANSI規格30B

・ANSI規格48Y

・ハンドリング用シリンダ

・滞留ウラン回収容器

･製品・原料・廃品シリ

ンダ等の健全性確認検査
R3.2.25～R3.3.5 

放射線管理施設 放射線管理設備 ・排気用モニタ ･排気用モニタの警報作

動検査 
R3.2.25～R3.3.5 

放射線管理施設 放射線管理設備 ・排気用ダストモニタ

・サーベイメータ

・放射能測定装置

･放射性物質濃度確認検

査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工設

備の付属施設 

非常用設備 ・自動火災報知設備

受信機

感知器

地区音響装置

発信機

･自動火災報知設備の警

報作動検査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工

設備の付属施

設 

非常用設備 ・安全避難通路

非常用照明

誘導灯

･安全避難通路等の健全

性確認検査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工

設備の付属施

設 

非常用設備 ・緊急器材

懐中電灯
･緊急器材の健全性確認

検査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工

設備の付属施

設 

非常用設備 ・非常用発電機
･非常用発電機の作動検

査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工

設備の付属施

設 

非常用設備 ・無停電電源装置
･無停電電源装置の作動

検査 
R3.2.25～R3.3.5 

その他の加工

設備の付属施

設 

非常用設備 ・非常用連絡設備
･非常用通報連絡設備の

連絡機能検査 
R3.2.25～R3.3.5 
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